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第１ 埼玉県消防学校の概要 

１ 学校の沿革   

  昭和１９年 ７月 ８日  内務省訓令により川口市本町２丁目 99 番地に「埼玉県消防練習所」 

               を設置する。 

  昭和２３年 ２月 ５日  埼玉県消防練習所を「埼玉県消防訓練所」と改める。 

  昭和２５年 ５月 ９日  埼玉県告示第 177 号により、浦和市常盤町 10 丁目 20 番地に「埼玉 

               県消防学校」を設置、附則により消防訓練所の位置を廃止する。 

  昭和２７年 ２月１５日    浦和市北浦和町４丁目 37 番地（旧北浦和庁舎内・別棟）へ移転する。 

  昭和２９年１０月１３日    浦和市高砂町３丁目 37 番地（旧県庁舎内）へ移転する。 

  昭和３０年 ８月 ９日    浦和市高砂町３丁目 37 番地（新庁舎内西側２階・教室３階）へ移転 

               する。 

    昭和３５年 ４月 ５日    浦和市常盤町４丁目 93 番地（旧常磐庁舎３棟）へ移転する。 

  昭和４１年１０月１５日    大宮市土呂町２丁目 24 番１号（地方公務員研修所・消防学校合同庁 

               舎）へ移転する。 

  昭和５１年 ５月 １日  北足立郡吹上町袋 30 番地に「埼玉県消防学校吹上分校」を設置する。 

    昭和５４年 １月 ７日  北足立郡吹上町袋 30 番地に本校を移転し、埼玉県消防学校吹上分校 

               を廃止する。 

  平成 ６年 ６月 １日  埼玉県消防学校に「埼玉県防災学習センター」を設置する。 

  平成 ９年 ４月 １日  埼玉県防災学習センターを消防防災課に移管する。 

  平成１９年 ４月 １日  埼玉県救急救命士養成所と統合する。 

    平成２６年 ３月１２日    救急救命士養成担当をさいたま市桜区上大久保 519 番地から、さい

たま市浦和区仲町３丁目５番８号（埼玉県危機管理防災センター内）

へ移転する。 
  平成２９年 ３月２１日  救急救命士養成担当をさいたま市浦和区仲町３丁目５番８号（埼玉

県危機管理防災センター内）からさいたま市中央区新都心１番地２

（埼玉県立小児医療センター８階）へ移転する。 

 

２ 教育の目的及び校訓 

 （１）学校教育の目的 

    消防職員及び消防団員に対して、消防の任務を正しく認識させるとともに、資質の向上、知 
   識・技能の修得、体力の練成、規律の保持、協同精神の涵養などを主眼とした教育訓練を行い、 
   もって人格の高揚に努め、その職務遂行に万全を期すことを目的とする。 

  

 （２）校  訓 

    昭和６３年３月７日に校訓「使命自覚、規律厳守、自己啓発」として定め、教育理念・目標 

   の具現化のため、機会あるごとにその意義と重要性を啓発するものである。 



知事　 　　　　 副知事 危機管理防災部 　　　    消防課 　消防学校

  （２）  消防学校職員配置

（総務・企画担当）

副校長 担当部長（1）

 （教務担当） （初任教育）

講　　師（３）  一般（７）

（派遣　3） （派遣　6）

（専科教育）

講　　師（1）  一般（3）

（派遣　2）

（救急救命士養成担当）

副校長 担当課長（１）

講　　師（１）  一般（３）

（派遣　１） （派遣　３）

※　教務担当主任講師は、消防課消防・救急担当主幹を兼務する。

会計年度
任用職員

会計年度
任用職員

３　消防学校の機構と職員配置　　（令和８年４月１日現在）

  （１）  機　構　図

校　長

主　 任
専門員

主任講師（1）

主任講師（1）

（２）
（１）

※

（2）

2



3 
 

４ 消防学校施設の概要 

 

  （１）建物の構造、面積等 

         敷地面積    ３５，６５７．２６㎡           単位：㎡ 

建物の名称 構  造 規 模 建築面積 延面積 建設年度 

校舎棟・宿舎棟 
資料談話室棟 
食堂棟 

鉄筋コンクリート造 
   ３階建   2,425.38   5,484.75   昭和53年度 

屋内訓練場 鉄骨鉄筋コンクリート造  ２階建   1,159.35   1,495.56 昭和54年度 

訓 練 塔      〃  ８階建     169.13     589.43 昭和55年度 

水難救助訓練場 鉄筋コンクリート造  平屋建     160.75     160.75 昭和55年度 

車庫№１ 鉄骨造    〃     322.38     322.38 昭和53年度 

車庫№２ 〃    〃     245.78     245.78 昭和51年度 

洗 濯 棟 鉄骨造 〃     117.56     117.56   昭和63年度 

専科教育棟      〃  ２階建     446.47     848.16 平成16年度 

資機材倉庫      〃    〃     164.13     322.20 平成16年度 

厚生棟      〃  平屋建     217.76     217.76 平成16年度 

建物火災訓練      〃  ２階建      75.70     104.34 平成28年度 

   合     計     5,504.39   9,908.67  

 

 （２）校舎及び宿舎棟等の用途別面積                                

   ア 校舎及び宿舎棟                                           単位：㎡ 

使用区分 室 名 室数 面 積 室 名 室数 面 積 室 名 室数 面 積 

 

校 

舎 

棟 

 

 

管 理 室 

 

校長室  １   33.2 医務室  １   23.4 消耗品庫  １   11.7 

職員室  １  119.0 会議室  １   35.1 職員室分室  １   66.6 

講師控室Ⅰ  １   23.4 講師控室Ⅱ  １   11.7     

教   室 
初任教室  ３ 各79.2 視聴覚教室  １  282.2 理化学実験室  １  122.1 

初任教室  １   99.9  中講義室  １  122.1     

宿 

舎 

棟 

宿    舎 

男子寮室 ４７ 各23.8 寮直室  １   41.0 当直室  １   19.5 

特別室  １  63.24 多目的室  １   47.6 男子浴場  １  155.4 

女子寮室   ６ 各23.8 女子談話室32.5女子洗濯室9.5 

そ  の  他 
洗濯棟117.5㎡食堂156.7㎡談話室45.5㎡ 

女子寮室に浴室、洗面所、トイレ有り 

 

   イ 専科教育棟など                                           単位：㎡ 

使用区分 室 名 室数 面 積 室 名 室数 面 積 室 名 室数 面 積 

 

専科教育棟 

 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室  １   74.0 乾燥室  １   53.2 男子ﾛｯｶｰ室  １  119.7 

男子ｼｬﾜｰ室  １   26.6 女子ﾛｯｶｰ室  １   26.6 女子ｼｬﾜｰ室  １    8.4 

多目的室  １   74.0 大講義室  １  199.5 会議室  １   79.8 

     厚生棟 

（食堂兼図書学習室） 

食堂105.4㎡ ｷﾞｬﾗﾘｰ30.9㎡ 図書学習室66.1㎡ 
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 （３）その他の施設 

種 別 規   模 施設数 摘              要 

屋外訓練場 約 16,000㎡ ２ ･屋外訓練場 約12,000㎡(照明塔5基) アスファルト舗装 
･第二訓練場 約4,000㎡（照明塔2基）アスファルト舗装 

貯 水 槽 約150㎥ １基  幅1.5×深2.0×長50ｍ 
 吸管投入口8基、消火栓6基 

救助訓練塔 15ｍ、7ｍ ３基 Ａ塔・ 鉄骨造 15ｍ×1基（訓練塔に併設） 
Ｂ、Ｃ塔・鉄骨造 7ｍ×2基（渡過訓練用） 

水難救助 
訓練施設 660㎥ １基  幅16×深1.3～2.0×長25ｍ、7ｺｰｽ 

 水難救助訓練場に設置     

建物火災 
訓練棟 105㎡ １棟  鉄骨造 ２階建 

 

 

 （４）救急救命士養成担当（埼玉県小児医療センター８階） 

                                                                  単位：㎡  

使用区分 室 名 室数 面 積 室 名 室数 面 積 

救急救命士 
養成課程 

教 室 １   131.6 更衣室 ２   33.3 
実習室 １   290.9 休憩ｽﾍﾟｰｽ １  134.9 
図書室 １   30.1 事務室 １  90.1 

 実習用機材庫  １    55.0     
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消防学校建物配置図 
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５ 教育資機材 

 保有車両 

（教務担当）                   令和８年４月１日現在 

種   別 年式（登録年月) 車 名 艤 装 燃料 

 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車(CD-1) 令和５年式 

(R5.3) 
日野 モリタ 軽油 

 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車(CD-1) 平成30年式 

(H30.3) 
日野 モリタ 軽油 

 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車(CD-1) 貸与 平成27年式 

(H27.11) 
日野 モリタ 軽油 

 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車(CD-1) 平成24年式 

(H24.3) 
いすゞ 日本 機 械工 業 軽油 

 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車(CD-1) 平成21年式 

(H21.11) 
日野 モリタ 軽油 

 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車(CD-1) 令和６年式 

(R6.1) 
いすゞ 日本 機 械工 業 軽油 

 水槽付消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車(水1-A) 平成23年式 

(H23.3) 
いすゞ ＧＭ市原 軽油 

 水槽付消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車(水1-A) 令和７年式 

(R7.5) 
日野 日本 機 械工 業 軽油 

 救助工作車(5.5t車級) 平成27年式 

(H27.3) 
日野 モリタ 軽油 

 指揮車 平成31年式 

(H31.2) 
日産 坂田自動車工業 ガソ リ ン  

 高規格救急自動車 平成20年式 

(H20.11) 
トヨタ トヨタ ガソ リ ン  

 高規格救急自動車 令和2年式 

(R2.2) 
トヨタ トヨタ ガソ リ ン  

 連絡車(ボンゴ) 平成24年式 

(H24.5) 
マツダ － ガソ リ ン 

 連絡車(シエンタ) リース契約 令和3年式 

(R3.3) 
トヨタ － ガソ リ ン 

 

（救急救命士養成担当） 

種   別 年式（登録年月） 車名 艤装 燃料 

 連絡車（サニー） 平成11年式 

(H11.9) 
ニッサン － ガソ リ ン 
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第２ 教育訓練の状況  

 

１ 令和８年度教育訓練の到達目標及び教育対象  

 （１）消 防 職 員 
種類及び種

別  
到達目標  教育対象  

初  任  教  育  
 現地に配属後、直ちに警防隊員として

活動できる。  

 初任教育未修了の者  

 
 
 
 
 
専  
 
 
科  
 
 
教  
 
 
育  
 

警  防  科 

 警防行政の現状と課題を理解するとと

もに各種災害事象に対する基本的消防戦

術を理解し、災害現場においては部隊を
適切かつ効果的に指揮できる。  

 警防活動に従事する指揮・

指導的立場の者で、消防大学

校の教育訓練修了歴がない者  
 

特殊災害
科  

 特殊物質に関する専門知識を基に、特
殊・異様災害を含む態様に応じた消防活

動要領を理解し、現場で隊員の安全を最

優先に適切かつ効果的な戦術を指揮でき

る。  

 警防、救助又は救急業務の
指揮、指導的立場の者  

予防査察

科  

 査察業務に関する専門知識及び技能を

修得し、厳正で公正な査察及び重大な違

反対象物に対する是正指導、権限行使が

行える。  

 予防・査察業務担当として

従事している者又は従事する

予定の者  

救  急  科 

 救急医学に関する基礎知識に基づき、

応急処置時における的確な観察・判断能

力、応急処置に必要な専門的技能を修得

し、救急隊員として活動できる。  

 救急業務に従事させようと

する者  
（日赤救急員の有資格者、初

任教育救急講習修了者又はこ

れらと同等以上の知識技能を

有する者）  

救  助  科 

 救助活動に係る最新の専門的知識及び

高度な技能及び技術を備え、これらを活
用した応用力を十分に発揮できる。また

、救助活動及び救助訓練に必要な健康管

理ができる。  

 救助業務に従事させようと

する者で、初任教育修了者か
つ採用後３年以上の消防経験

を有する３５歳以下の者  

 
幹 

部 
教 
育 

 

初 級  
幹部科  

 初級幹部として、旺盛な職務遂行意欲

にあふれ消防行政の現状や課題を理解し

、上司の補佐及び部下の指導を行い、業
務を遂行できる。  

 消防司令補及び部隊又は係

の長である消防士長の階級に

ある者  
 

 
 
種類及び種別  到達目標  教育対象  

救急救命士
養 成 教 育 

 救急業務に一定期間以上従事してい
る消防職員が、救急救命士法に基づく

救急救命士国家試験受験資格を取得す

る。  
 
 
 
 
 
 
 

 次に掲げるいずれにも該当
する者  
①救急救命士法施行規則第１

４条で定める講習の課程を修
了した者（救急Ⅱ課程又は救

急標準課程修了者）  
②救急救命士法施行規則第１
５条で定める期間以上救急業
務に従事した者（5年以上又は

2000時間以上）  
③救急救命士法施行規則第１

６条で定める現に救急業務に

従事している者  
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種類及び種別 到達目標 教育対象 

特 
 

別 
 

教 
 

育 
 

警 防 活 

動 教 育 

 厳しい条件下において、警防活動を遂行し

得る旺盛な士気の下に基本的知識と技術の向

上が図られ、警防隊員として適切かつ効果的

な消防活動ができる。 

 警防活動に従事させようとする者

で、初任教育修了者かつ採用後３年

以上の消防経験を有する３５歳以下

の者 

幹   部

特 別 教 育 

 消防に関する教育指導技法及び安全管理等

の高度な知識及び技術を修得し、職場研修等

の推進役となれる。 
 

 職場教育等の指導に従事させよう

とする者で、消防司令補又は消防士

長の階級にある原則として４０歳以

下の者 

実火災訓練

教   育 

 火災現場における各級指揮者として、消防

活動に困難を伴う災害現場において、安全管

理に配慮しつつ、適切・効果的な消防戦術を

できる。 

 警防救助活動に従事する部隊の長

又はこれに準ずる４５歳以下の健康

状態が良好である者。 

 

救急救命士

特別教育 
 
指導救命士

養成研修 

 指導救命士に必要とされる知識及び技術を

習得させる。 
 所属の消防長が指導救命士として

埼玉県メディカルコントロール協議

会に推薦をするために研修を必要と

する者。（「埼玉県メディカルコン

トロール協議会指導救命士認定要領

」第３条（第６号を除く各号）の要

件を満たし、指導救命士養成研修修

了後、直ちに同要領第４条に基づく

認定の申請ができる者。） 

 

 （２）消 防 団 員 

種類及び種別 到達目標 教育対象 

基礎教育 

 地域防災の担い手としての任務を自覚し、

消防組織の概要及び消防対策に必要な地域特

性を理解している。災害現場では自らの安全

を確保しながら、下命に基づく現場活動を遂

行できる。 
 

 消防団員としての実務経験が概ね３

年に満たず、消防学校における教育訓

練を受講したことのない者で、所定の

現地教育を修了した者 
 

 

 
幹 
 

部 
 
教 

 
育 
 

 

初級幹部科 

 消防団初級幹部としての職責を自覚し、消

防団の運営に必要な規律、災害活動要領、安

全管理の重要性について深く理解している。

地域住民に対して防災指導を行える。 
 

 団長から推薦を受けた初級幹部団員 

（班長） 
 
 

指

揮

幹

部

科 
 

現場指揮

課    程 

 大規模災害時における現場指揮者として、

職責を自覚し、現場の指揮について実践的な

実技が行える。 
 

 団長から推薦を受けた中級幹部団員 
（部長又は部長と同等の実務経験を 

有する班長） 

分団指揮

課    程 

 大規模災害時における現場指揮者として、

職責を自覚し、分団本部現場における指揮が

行える。 
 

 団長から推薦を受けた中級幹部団員 
（分団長、副分団長） 
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３ 令和７年度教育訓練実施状況 

 

 （１）消防職員に対する教育訓練 

      ア 初 任 教 育 

          各消防本部に新たに採用された職員に対して、消防業務全般について概要を理 
    解させるとともに、現地配属後、直ちに警防隊員として活動できるように基礎的 

        教育を実施した。 
 

期  別 実施期間 実日数 延時間 人 員 摘  要 

 第151期  R 7. 4. 8～R 7.9. 4 １０３日 823 時間 １４０人 (１２) 

 第152期  R 7.10.14～R 8.3.19 １０３日 823 時間 １３９人 (１２) 

        合    計 － － ２７９人 （２４） 

                                           ※摘要欄の ( )数字は、女性のうち数。以下同じ。 

   イ 専 科 教 育 

          消防職員に対して、社会事象の変遷に伴う火災等の災害に関する専門的かつ高 

    度の知識及び技術を修得させる教育訓練を実施した。 

 

科の種別 期 別 実施期間 実日数 延時間 人 員 摘要 

警 防 科 第21期 R 7.12. 4～12.16   ９日   72 時間  ６３人 （１） 

火災調査科 第11期 R 7. 7.28～ 8．7   ９日   72 時間  ６４人 （２） 

救 急 科 第156期 R 7. 6．6～ 7.24  ３４日 272 時間  ８５人 （２） 

〃 第157期 R 7.10. 9～11.28 〃 〃   ８４人 （６） 

〃 第158期 R 8. 1.14～ 3. 4 〃    〃   ８１人 （２） 

救 助 科 第39期 R 7. 9. 4～10. 6  ２１日  168 時間   ６０人 （１） 

                合   計   －   － ４３７人 (１４） 

       

   ウ 幹 部 教 育 

          幹部職員等に対して、必要な管理監督・統括能力の育成及び資質の向上を図 

    るため教育訓練を実施した。 

 

科の種別 期 別 実施期間 実日数 延時間 人員 摘 要 

 初級幹部科 第53期 R 7．8.18～ 8.28    ９日   72 時間   ４８人 （２） 

          合    計    －    －  ４８人 （２） 
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   エ 救急救命士教育 

          救急救命士法に基づく救急救命士国家試験受験資格取得のため、教育訓練を実 
    施した。      

  教育内容  回  別     実施期間  実日数   延時間  人員 

養成教育訓練 第26期 R7.7.25～R8.3.10   149日 1,154時間 ３０人 

 

事前教育訓練 

 

第１回 R7.4.16～R7.4.18      3日 24時間 ２１人 

第２回 R7.5.14～R7.5.16      3日     24時間 ３０人 

第３回 R8.1.14～R8.1.16      3日    24時間 ９人 

合    計 － － ９０人 

 

   オ 特 別 教 育 

     現時点の課題等に応えるため、特別の目的のための教育訓練を実施した。 

教育内容 回 別 実施期間 実日数 延時間 人員 摘要 

警 防 活 動 教 育 第20回 R 7. 5.27～ 6. 4   ７日 56 時間  ６０人 (１) 

実 科 指 導 員 教 育 第28回 R 8. 3.16～ 3.18 ３日 24 時間 ３９人  

幹 部 特 別 教 育 

第307回 R 7. 5.26～ 6. 6  １０日 80 時間   ３人  

第308回 R 7. 9. 8～ 9.22  １０日 80 時間   １人  

第309回 R 7. 9.22～10. 6  １０日 80 時間   ３人  

実 火 災 訓 練 教 育 

第25回 R 7.12.18  １日 8 時間 １８人  

第26回 R 7.12.19  １日 8 時間 １８人  

第27回 R 7.12.23  １日 8 時間 １８人  

第28回 R 7.12.24  １日 8 時間 １８人  

小    計 － ― １７８人 (１) 

救急救命士特別教育 

※ﾋﾞﾃﾞｵ喉頭鏡によ

る気管挿管追加講習 

第１回 R7.5.7  １日    8 時間 １８人  

指導救命士養成研修 第８期 R7.6.11～7.2  １６日  128時間  ２４人  

小    計 － －  ４２人  

合    計 － － ２２０人 (１) 

 



13 
 

 （２）消防団員に対する教育訓練 

         消防団員に対し、消防の責務を正しく認識させるとともに消防に関する知識の 

       修得及び技術を向上させる教育訓練を実施した。 

 

教育内容 回 別 期     間  実日

数 

延時間 人員 摘要 

 

消防団員基礎教育 

第１回 R 7.11.15 １日  24 時間 ６０人 (２) 

 第２回 R 7.11.29  １日  24 時間 ９５人 （８） 

 第３回 R 7.12.13  １日 24 時間 １０４人 (１１) 

 第４回 R 8. 2.14  １日   24 時間 ７８人 (７) 

 第５回 R 8. 3. 8  １日   24 時間 ６５人 (９) 

初 級 幹 部 科 第22期 R 8. 1.17  １日 7 時間 １２８人 (３) 

指  揮 

幹部科 

現場指揮 

課  程 
第23期 R 8. 1.30～ 1.31 ２日 14 時間 ５６人 (１) 

分団指揮

課    程 
第24期 R 8. 2.28 １日 10 時間 ８３人  

合    計 －    － ６６９人 (４１) 

  

 



４　消  防  学  校  教  育  訓  練  実  績

無線通信 危険物 救急Ⅱ

昭和25 108

26 100

27 19 24

28 27 15

29 19

30 24 48

31 22 17 26

32 33 48 17

33 30 60

34 59

35 96

36 66 59 70

37 52 40 33

38 77

39 78 49 45

40 182 120 59

41 165 50

42 166 96 54 78

43 197 97 128 46 101

44 190 59 89 111

45 129 87 48 91 85

46 236 57 59 52 103

47 237 50 52 45 106

48 313 (6) 56 55 111 60

49 319 (3) 58 50 55 50 102 100

50 319 50 98 96 50 50 50

51 479 48 50 50 100 53 46 50

52 313 46 48 43 44 111 43 97

53 324 (4) 45 45 45 115 45 94

54 299 44 77 42 44 42 43 403 50

55 272 50 39 49 46 386 40 32

56 249 58 49 45 50 454 40 38

57 250 60 55 50 414 50 55

58 208 58 60 48 62 414 50 59 42

59 153 60 58 54 55 64 48 339 48 59

60 113 47 60 55 41 46 58 51 238 56 60 47

61 139 60 60 (3) 60 171 56 60 51

62 162 (2) 60 60 185 82 61 (3)

63 140 (2) 60 65 (2) 52 208 84 57

平成元 160 (2) 55 48 56 (1) 59 189 84 55

2 205 (5) 59 59 173 84 56

3 215 (9) 49 51 49 64 60 64 54

4 262 (9) 66 60 (2) 68 (1) 399 61 55

5 264 (12) 56 52 85 419 64 60

6 270 (8) 60 54 90 (1) 360 64 53

7 268 (2) 67 62 (4) 90 362 64 58

8 279 (9) 66 76 72 (4) 90 357 64 69

9 249 (13) 67 79 67 (7) 161 (2) 64 68

10 222 (7) 67 89 67 (3) 204 (1) 64 68

11 155 (8) 71 80 69 58 201 69 68

12 170 (8) 70 69 (5) 176 (4) 71 70

13 171 (15) 59 71 (1) 167 (4) 68 71

14 180 (13) 60 72 (2) 165 (5) 70 71

15 201 (7) 60 68 (3) 167 (4) 70 60 (1)

16 161 (13) 63 (1) 56 63 (5) 185 (7) 70 56 (1) 51

17 158 (9) 53 60 53 (3) 201 (4) 68 52 41

18 135 (12) 50 53 55 199 (3) 59 42 48

19 243 (16) 46 45 51 (1) 49 (3) 199 (7) 68 49 39

20 273 (19) 47 45 51 (2) 214 (3) 53 87 (1) 58

21 279 (17) 51 (1) 59 (1) 53 (2) 210 (4) 48 48 49 32

22 285 (17) 50 44 55 (1) 222 (5) 72 39 39 (1)

23 284 (12) 57 (1) 60 (1) 233 (3) 76 50 (1)

24 271 (9) 56 45 63 (3) 252 (4) 77 50 (1)

25 288 (14) 58 (1) 59 (2) 264 (7) 60 48

26 288 (12) 58 (2) 51 68 (1) 264 (5) 60 52

27 291 (15) 58 65 (3) 270 (4) 59 56 (1)

28 286 (8) 60 (2) 50 64 (7) 272 (12) 60 56 (2)

29 288 (16) 63 (1) 68 (1) 280 (6) 56 58 (2)

30 292 (20) 64 (1) 53 67 (7) 239 (6) 60 60 (2)

令和元 285 (24) 66 (1) 69 (3) 278 (6) 60 56 (3)

2 113 (9) 54 51 60 (3) 159 (7) 60 56 (1)

3 248 (24) 64 67 (2) 272 (7) 60 59 (2)

4 295 (24) 64 (3) 61 71 (6) 288 (8) 60 60 (5)

5 293 (24) 63 (1) 64 (1) 262 (16) 60 51 (2)

6 282 (19) 63 (3) 58 69 (8) 260 (21) 60 47 (1)

7 279 (24) 63 (1) 64 (2) 250 (10) 60 (1) 48 (2)

累計 15,252 (501) 1,190 (1) 1,919 1,208 (18) 612 1,525 (33) 272 414 (4) 1,757 (17) 841 (51) 907 4,937 6,937 (177) 1,957 3,031 (1) 2,807 (31) 1,004 (1) 112

※（　）はうち女性数

年度
初任教育

警防課程 標準課程

救急科特　殊
災害科

専　　　科　　　教　　　育

予防科
予防査察科 機関科

予防 査察 火災調査
初級幹部科

消　　　　防　　　　職　　　　員　　　　教　　　　育

警防科 上級幹
部科

幹　　部　　教　　育

中級幹部科救助科
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予防 機関 警防

昭和25 108 5100 180 5,280 5,388

26 100 26 5070 231 1,170 6,497 6,597

27 43 6142 183 3,080 9,405 9,448

28 溺者救急 42 110 5230 195 17,710 23,245 23,287

29 70 89 4,790 192 10,200 15,182 15,271

30 60 132 4,477 212 8,170 12,859 12,991

31 65 1,063 1,535 2,598 2,663

32 40 138 449 5,998 6,447 6,585

33 27 117 936 5,606 6,542 6,659

34 25 84 2,893 229 7,829 10,951 11,035

35 26 122 113 3,249 396 4,510 8,268 8,390

36 25 220 569 3,249 435 7,400 11,653 11,873

37 24 149 4,150 6,580 10,730 10,879

38 28 105 105 2,470 7,213 9,788 9,893

39 172 271 3,556 6,928 10,755 10,927

40 361 165 2,748 6,310 9,223 9,584

41 215 226 2,845 5,147 8,218 8,433

42 394 239 1,328 11,098 12,665 13,059

43 569 324 1,807 7,327 9,458 10,027

44 449 341 171 1,555 6,533 8,600 9,049

45 440 171 251 6,517 6,939 7,379

46 507 251 399 5,016 5,666 6,173

47 490 465 413 1,190 150 100 7,405 9,723 10,213

48 595 316 1,290 250 4,453 6,309 6,904

49 734 602 1,297 2,766 4,665 5,399

50 713 500 346 4,702 5,548 6,261

51 876 114 2,028 1,569 3,711 4,587

52 745 480 3,928 4,408 5,153

53 713 94 332 2,759 3,185 3,898

54 水難救助 1,044 156 197 3,765 4,118 5,162

55 73 987 171 188 3,896 4,255 5,242

56 80 56 1,119 177 201 3,220 3,598 4,717

57 59 59 1,052 358 708 510 2,275 3,851 4,903

58 50 1,051 533 100 864 50 830 2,377 3,428

59 50 51 1,039 461 547 777 1,663 3,448 4,487

60 54 44 救急隊長 970 364 730 560 1,654 2,624

61 61 46 60 824 349 4,063 4,412 5,236

62 60 36 64 52 822 368 2,929 3,297 4,119

63 34 50 40 53 843 364 2,826 3,190 4,033

平成元 34 58 798 368 1,671 2,039 民間人 2,837

2 34 61 60 791 350 492 46 2,812 3,700 60 4,551

3 34 42 89 771 310 446 64 1,296 2,116 227 3,114

4 34 63 58 応急手当 1,126 269 925 2,293 3,487 357 4,970

5 30 49 92 1,171 286 1,549 1,835 189 3,195

6 30 56 51 60 1,148 278 471 1,392 2,141 21 3,310

7 24 70 1,065 281 771 1,052 150 2,267

8 24 62 61 1,220 271 832 885 1,988 307 3,515

9 24 71 850 271 105 376 300 1,526

10 24 69 874 278 419 272 969 248 2,091

11 24 795 275 117 392 21 1,208

12 24 62 隊長教育 712 282 568 850 99 1,661

13 24 50 681 269 136 405 124 1,210

14 24 55 50 114 747 268 509 777 18 1,542

15 24 60 60 770 259 (2) 352 611 1,381

16 24 60 789 459 (25) 79 75 793 1,406 26 2,221

17 53 12 53 8 812 626 (30) 87 86 女性 799 32 1,643

18 49 8 46 5 5 754 615 (30) 83 79 消防団 777 1,179 2,710

19 47 8 38 20 11 18 931 633 (42) 118 (1) 111 (2) 81 943 495 2,369

20 56 8 22 5 919 515 (35) 104 (3) 112 (1) 731 275 1,925

21 47 8 36 7 927 515 (45) 91 (1) 103 709 857 2,493

22 50 8 4 44 912 508 (60) 中止 中止 508 46 1,466

23 53 8 42 52 915 512 (25) 102 (1) 109 (2) 723 99 1,737

24 52 5 63 934 469 (38) 98 (3) 114 (2) 681 115 1,730

25 56 2 40 875 553 (37) 111 129 (1) 793 178 1,846

26 56 1 898 509 (32) 98 61 76 (1) 744 285 1,927

27 56 4 43
女性消防操
法指導員 902 503 (42) 93 52 86 734 180 1,816

28 56 3 24 931 497 (54) 94 (2) 52 86 729 396 2,056

29 56 4 42 実火災訓練
指導者教育 915 548 (36) 87 55 90 780 280 1,975

30 55 4 32 926 485 (51) 91 (1) 57 84 717 80 1,723

令和元 63 5 72 954 338 (18) 97 (3) 53 488 1,442

2 中止 3 中止 71 627 51 (7) 中止 中止 72 123 24 774

3 64 3 39 69 945 276 (6) 122 (1) 45 78 (1) 521 1,466

4 63 4 70 1,036 502 (66) 121 (3) 47 (3) 75 745 1,781

5 59 6 42 72 972 388 (28) 115 42 72 617 1,589

6 60 (1) 6 72 977 449 (50) 122 (1) 54 82 (1) 707 25 1,709

7 60 (1) 7 39 72 942 402 (37) 128 (3) 56 (1) 83 669 1,611

累計 1,111 (2) 587 1,362 864 513 40 1,391 114 52,550 ##### (794) 11,586 (2) 2,041 (23) 918 (8) 574 (4) 884 (3) 8,012 81 70,283 400 4,961 211,007 321,100 6,693 380,343

※平成２２年度の消防団教育の幹部科の初級と中級が「中止」とあるのは、東日本大震災の発生によるもの。
※令和２年度の警防活動教育、実科指導員教育、消防団教育の幹部科（初級、指揮幹部科（現場指揮課程））が「中止」とあるのは、新型コロナウイルスの感染拡大によるもの。
※令和4年度の消防団基礎教育修了者数には、延期した令和３年度第４回分及び第５回分を含む。

高度・特
別高度
救助教
育

中級
指揮幹部科

現場指揮課程 分団指揮課程

年度

消　　　防　　　職　　　員　　　教　　　育 消　　　防　　　団　　　員　　　教　　　育

その他
幹部特

別
実科指
導員

水難救
助

梯子
小計

その他 基礎教育

幹　　部　　科

初級
普通科 その他

合計

特　　別　　教　　育

現地教
育

小計

学　　　校　　　教　　　育 現地教育

新任消
防長

幹部科

普通科

警防活動
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初任教育 専  科  教  育
幹部
教育

第 第 警防
火災
調査

救助 初級
警防
活動

実  科
指導員

151 152 21 12 156 157 158 39 53 20 28 307 308 309 25 26 27 28

期 期 期 期 期 期 期 期 期 回 回 回 回 回 回 回 回 回

入校数
140 140 63 64 85 84 82 60 48 60 38 3 1 3 18 18 18 18

消防本部名 修了者数
140 139 63 64 85 84 81 60 48 60 39 3 1 3 18 18 18 18

川口市 79 12 10 5 5 5 8 8 5 4 6 2 1 2 2 2 2

さいたま市 119 23 23 8 10 10 10 10 8 5 10 2

蕨市 8 1 1 1 1 1 1 1 1

上尾市 36 7 7 2 2 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1

戸田市 20 4 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1

埼玉県央広域 41 6 6 2 3 4 4 4 2 3 2 1 1 1 1 1

川越地区 36 3 3 2 5 5 5 3 2 2 2 2 2

埼玉西部 87 14 14 5 5 8 8 8 5 6 6 3 3 2

比企広域 24 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1

埼玉県南西部 50 6 6 4 4 4 4 4 3 2 3 2 2 2 2 2

坂戸・鶴ヶ島 33 3 4 2 2 4 4 4 2 2 1 2 1 1 1

入間東部地区 34 4 4 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1

西入間広域 25 5 5 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1

熊谷市 30 4 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1

行田市 16 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

秩父 20 3 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1

児玉郡市広域 24 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1

深谷市 25 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1

越谷市 42 8 7 3 3 4 4 3 3 2 2 1 1 1

羽生市 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

草加八潮 37 6 5 3 2 3 3 2 3 2 3 1 1 1 1 1

春日部市 34 6 6 2 2 4 3 3 2 1 2 1 1 1

蓮田市 20 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

三郷市 26 4 3 1 1 3 3 3 1 2 2 1 1 1

埼玉東部 59 12 9 6 5 4 4 3 4 4 4 1 1 1 1

吉川松伏 8 1 1 1 2 1 1 1

５　令和７年度消防本部別教育訓練状況                                 

幹部
特別

実 火 災
訓練教育

救急教育内容　　

  特　別　教　育
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ビデオ喉頭鏡
による気管挿管

追加講習

第１回 第２回 第３回 第１回

計画数 30 30 30 30 30 30

修了者数 30 21 30 9 18 24

さいたま市 14 5 2 5 2

熊谷市 5 1 1 3

川口市 6 2 1 2 1

行田市 1 1

春日部市 4 1 1 1 1

羽生市 2 1 1

深谷市 4 1 1 1 1

上尾市 5 1 1 1 2

越谷市 5 1 1 1 1 1

蕨市 2 1 1

戸田市 2 1 1

三郷市 4 1 1 1 1

蓮田市 3 1 1 1

埼玉県南西部 5 1 1 1 1 1

秩父 2 1 1

入間東部地区 6 1 1 1 2 1

吉川松伏 2 1 1

児玉郡市広域 9 1 1 6 1

坂戸・鶴ヶ島 5 1 1 1 1 1

比企広域 4 2 1 1

川越地区 5 1 1 1 1 1

埼玉県央広域 4 1 1 1 1

西入間広域 3 1 1 1

埼玉西部 13 3 3 3 2 2

埼玉東部 8 2 1 2 1 2

草加八潮 9 1 1 1 5 1

養成教育 特別教育

本　　部　　名

　　　　　教育内容

令和７年度消防本部別教育訓練状況

（救急救命士養成担当）

養成教育
指導救命士
養成研修

事前教育

17
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第３ 参 考 資 料 
 

 １ 埼玉県消防学校校則 

昭和５３年１２月２６日 

埼玉県規則第８７号 

 

〔沿革〕昭和５７年３月２６日規則第１７号、平成元年４月１１日規則第４８号、 

    平成５年３月３１日規則第４０号、平成１６年３月３０日規則第３１号、 

    平成１９年４月１日規則第５５号、平成２０年８月２９日規則第７８号、 
    令和３年１２月３日規則第７７号改正 
 

埼玉県消防学校校則をここに公布する。 
 埼玉県消防学校校則 
埼玉県消防学校管理規則（昭和３５年埼玉県規則第２号）の全部を改正する。 
 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、埼玉県消防学校（以下「学校」という。）における教育訓練に関し

必要な事項を定めるものとする。 

 （教育訓練の内容） 

第２条 学校における教育訓練の種類並びに対象及び内容は、別表のとおりとする。 

２ 前項の教育訓練の種類ごとの教科目、時間数その他の教育訓練に関し必要な事項は、

消防学校の教育訓練の基準（平成１５年消防庁告示第３号）及び救急救命士学校養成所指

定規則（平成３年文部省・厚生省令第２号）第４条第４項に規定する指定基準により学校

の長（以下「校長」という。）が定めるものとする。 

 （休業日） 

第３条 教育訓練を行わない日は、次の各号に定める日とする。 

 一 日曜日及び土曜日 

 二 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 三 １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

 四 その他校長が臨時に定める日 

２ 校長は、必要があると認めるときは、前項に規定する日であっても、教育訓練を行う

ことができる。 

 （入校資格） 

第４条 学校に入校することができる者は、消防職員若しくは消防団員又は自衛消防組織

その他の消防活動を行う自主的な防災組織の構成員（以下「自衛消防組織等の構成員」と

いう。以下同じ。）であって、任命権者（自衛消防組織等の構成員にあっては、市町村長、

消防長その他校長が指定する者とする。以下同じ。）の推薦を受けた者とする。 

 （入校者の推薦） 

第５条 任命権者は、消防職員又は消防団員を入校させようとするときは様式第１号の推
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薦書を、自衛消防組織等の構成員を入校させようとするときは別に校長が定める推薦書を

校長に提出しなければならない。 

 （入校者の決定） 

第６条 校長は、前条の推薦書を受理したときは、速やかに、選考により入校者を決定し、

その結果を様式第２号の入校決定通知書により任命権者に通知するものとする。 

 （宣誓） 

第７条 前条の規定による入校の決定を受けた者（以下「学生」という。）は、入校に際

し、校長の定めるところにより宣誓しなければならない。 

 （寮生活） 

第８条 学生は、教育訓練の期間中は、寮に入らなければならない。ただし、校長が特に

認める場合は、この限りでない。 

 （退校） 

第９条 任命権者は、学生を退校させようとする場合は、様式第３号の退校願書を校長に

提出し、その承認を受けなければならない。 

 （懲戒処分） 

第 10 条 校長は、教育訓練上必要があると認める場合は、学生に懲戒を加えることができ

る。 

２ 懲戒は、退校、謹慎及び訓告とする。 

３ 前項の退校は、次の各号の一に該当する学生に対して行う。 

 一 素行不良で改善の見込みがないと認められる者 

 二 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者 

 三 学校の秩序を乱した者 

４ 校長は、第１項の規定による懲戒処分をした場合は、速やかに、その旨及び理由を任

命権者に通知しなければならない。 

 （卒業証書等の授与） 

第 11 条 校長は、別表に規定する初任教育の過程を修了した学生に対しては様式第４号

の卒業証書を、その他の教育訓練の課程を修了した学生に対しては様式第５号の修了証書

を授与する。 

 （表彰） 

第 12 条 校長は、成績が優秀であり、又は他の模範となるような行いがあった学生を表彰

することができる。 

 （委任） 

第 13 条 この規則に定めるもののほか、教育訓練の実施に関し必要な事項は、校長が定め

る。 
   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、昭和５４年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 昭和５４年１月１日前に入校した学生に係る教育訓練については、なお従前の例によ

る。 

   附 則 
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 この規則は、昭和５７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成元年５月１日から施行する。ただし、様式第１号及び様式第３号から

様式第７号までの改正規定は、公布の日から施行する。 
   附 則 

 この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

     附 則 
  （施行期日） 
 １ この規則は、公布の日から施行する。 
 （埼玉県救急救命士養成所規則の廃止） 
 ２ 埼玉県救急救命士養成所規則（平成１１年埼玉県規則第３１号）は、廃止する。 
     附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
     附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
２ この規則による改正前の埼玉県消防学校校則に定める様式による用紙は、当分の間、

所要の調整をして使用することができる。 
 
別表（第２条関係） 

種類 対象及び内容 

初任教育 新たに採用された消防職員に対して行う基礎的な教育訓練 

基礎教育 任用後経験期間の短い消防団員に対して行う基礎的な教育訓練 

専科教育 

        

  

現任の消防職員に対して行う特定の分野に関する専門的な教育訓練 

基礎教育を修了した消防団員に対して行う特定の分野に関する専門的

な教育訓練 

幹部教育 

 

 

 

消防職員のうち、消防司令補以上の階級にある者及び当該階級への昇

進予定者に対して行う消防幹部として一般的に必要な教育訓練 

消防団員のうち、班長以上の階級にある者及び当該階級への昇進予定

者に対して行う消防幹部として一般的に必要な教育訓練 

救急救命士養成

教育 

消防職員に対し、救急救命士法に基づく救急救命士国家試験受験資格

取得のために行う教育訓練 

特別教育 

 

 

消防職員及び消防団員に対し、初任教育、基礎教育、専科教育、幹部

教育及び救急救命士養成教育以外の教育訓練で特別の目的のために行

うもの 

その他の教育 

 

自衛消防組織等の構成員であって校長が必要と認めるものに対して行

う教育訓練 
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埼玉県消防学校細則 

昭 和 ５ ４ 年 １ 月 １ 日 制 定               

最終改正令和８年４月１日 

  

 （趣旨） 

第１条 この細則は、埼玉県消防学校校則（昭和５３年埼玉県規則第８７号、以下「校則」

という。）第１３条の規定に基づき、救急救命士養成教育に関するものを除いた教育訓練

に関して必要な事項を定めるものとする。 

 （学級の編成等） 

第２条 校則第２条第２項に定める教育訓練の種類ごとの種別である科には、期番を付する

ものとする。 

２ 前項の教育訓練を受ける１学級の学生数は、次のとおりとする。 

一 初任教育においては、４０人以下とする。 

二 専科教育においては、５０人以下とする。 

三 前各号の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、この数を超えることができる。 

 （単位時間等） 

第２条の２ 教育訓練の１単位時間は５０分とし、１日８時間を基に編成するものとし、授

業日課は別表のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、教育訓練の１単位時間、１日の時

間数及び授業日課を変更することができる。 

 （遠隔授業） 

第２条の３ 教育訓練における授業のうち、講義については、次のいずれかに該当する場合、

遠隔授業により行うことができる。 

 一 集合授業と同等の双方向性（対話性）に相当する教育効果を有すると認められる場合。 

 二 台風、地震等の発生又は新型コロナウイルス、インフルエンザ等感染症の感染拡大防

止のため、集合授業による授業の実施が困難若しくは学生の登校が困難となる場合。 

 三 その他、校長が必要と認める場合。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別教育にあっては、目的に応じて適宜、遠隔授業により行

うことができる。 

 （宣誓） 

第３条 校則第６条により入校の決定を受けた者は、別記様式１の宣誓書を校長に提出する

ものとする。 

 （寮生活） 

第４条 入寮期日は、別に定める。 

２ 寮生活においては、法令その他諸規程を遵守しなければならない。 

３ 寮生活において、教育目的が十分に達せられないと認めるときは、通学を命じるこ と

ができる。 

 （卒業等） 

第５条 校則第１１条に定める卒業証書等は、本細則に定めるもののほか、別に定める卒業

等の基準を満たし、かつ校長が、卒業させ、又は修了させることを適当と認めた学生に対
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し授与するものとする。 

２ 初任教育における評定結果は、別記様式２により任命権者に提供するものとする。 

 （欠席等） 

第６条 授業を欠席しようとする者は、校長及び任命権者に届け出るものとする。 

 （教育実施上の留意事項） 

第７条 教育を実施する場合、次の事項に留意するものとする。 

一 学生の個別指導に意を用いること。 

二 学生に対する情操のかん養に意を用いること。 

三 学生に対する厚生、娯楽に意を用いること。 

四 保健衛生の管理に意を用いること。 

五 学生に対する規律の保持に努めること。 

２ その他教育訓練の運営上必要な事項については、別に定める。 

 （施設の利用） 

第８条 学校の施設等を教育訓練以外に使用とする場合は、校長の承認を受けるものと す

る。 

 （火災予防） 

第９条 火災予防には、細心の注意を払い、絶対に火災を発生させてはならない。 

２ 火災予防の一般的な心得は、別に定める「学校消防計画」による。 

 （火災防ぎょ） 

第 10条 校内及び近隣等に火災、その他災害が発生したときは、別に定める「学校消防 計

画」により、行動するものとする。 

 （非常呼集等） 

第 11条 非常呼集等は、次の場合に行う。 

一 非常呼集は、地震、風水害等非常時の場合。  

二 火災呼集は、校内、近隣等に火災が発生した場合。 

三 非常点呼は、緊急に人員を掌握する必要が生じた場合。 

四 訓練呼集は、非常及び火災呼集の訓練を行う場合。 

 

別表（第２条の２関係） 

第１時限    ８：４０～ ９：３０ 

第２時限   ９：３０～１０：２０ 

第３時限  １０：４０～１１：３０ 

第４時限  １１：３０～１２：２０ 

第５時限  １３：２０～１４：１０ 

第６時限  １４：１０～１５：００ 

第７時限  １５：２０～１６：１０ 

第８時限  １６：１０～１７：００ 
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   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この規則は、令和５年１０月１７日から施行する。 

 

   附 則 

 この規則は、令和６年３月７日から施行する。 

 

    附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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別記様式１（第３条関係） 
   

      

      宣   誓       書 

 

 

 

 

 

 

     私たちは、消防職員の責務を深く自覚し  

 

          

  埼玉県消防学校校則その他の諸規程を守り  

 

             

          勉学に専念することを固く誓います。  

 

 

            

                年   月  日  

 

 

                 

              埼玉県消防学校長様  

 

 

            

                   

                        氏  名                     印 
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別記様式２（第５条関係） 

 

評 定 表（表） 

 

 第    期初任教育    組    

 所属                       氏名                    

教科目 点数 表彰関係 

学
科 

法学基礎・消防法    点 種類 受賞年月日 

消防組織制度 点 知事表彰 最優秀賞  

服務と勤務 点 

学校長 

表 彰 

優秀賞  

理化学 点 努力賞  

予防広報 点 特別賞（表彰名）  

危険物 点 感謝状  

消防用設備 点   

査察 点   

建築 点   

安全管理 点 受講・生活態度の評価※ 

特殊災害と保安 点 評価項目 評価ランク 

火災防ぎょ 点 規範性  

火災調査 点 責任感  

防災 点 協調性  

救急学科 点 積極性  

消防機械・ポンプ 点 入校中の役割 

実
科 

訓練礼式 点  

消防活動訓練 点 資格等の取得 

救助訓練 点 免状等の種類 取得年月日 

機器取扱訓練 点   

救急 点   

受講・生活態度 点 出欠席等の状況 

懲戒処分等の減点 点 総時間 時間 

合計 点 欠席時間 時間 

順位（      人中） 位 出席率 ％ 

備考 

※ 受講・生活態度の評価基準は、裏面を参照ください。 

 



 

 

26 

 

 

（裏） 

 

 

受講・生活態度の評価基準について（参考） 

 

１ 評価項目と評価ランク 

 ① 規範性 

  Ａ：しっかりと規則を守り、態度・姿勢は他の学生の模範となる。 

  Ｂ：しっかりと規則を守ることができる。 

  Ⅽ：規則を守ることができる。 

  Ⅾ：規則遵守の軽視、時々注意を受けることが見受けられる。  

 ② 責任感 

  Ａ：自分の役割に責任を持ち、誠意ある対処の姿勢は他の学生の模範となる。 

  Ｂ：自分の役割に責任を持ち、しっかりと最後までやり抜くことができる。 

  Ⅽ：自分の役割に責任を持った行動ができる。 

  Ⅾ：約束を守れない場面、指導や助言を必要とする場面が見受けられる。 

 ③ 協調性 

  Ａ：しっかりと他の意見を聴き、他と協力する姿勢は他の学生の模範となる。 

  Ｂ：他の意見を聴く姿勢が行動に表れ、他と協力することができる。 

  Ⅽ：他の意見を聴き、他と協力することができる。 

  Ⅾ：周囲に協力する余裕がない、自分の都合を優先することが見受けられる。 

 ④ 積極性 

  Ａ：積極的な発言や意見、意欲的に行動する姿勢は他の学生の模範となる。 

  Ｂ：自ら進んで発言や意見すること、積極的に行動することができる。 

  Ⅽ：自発的な発言や意見、自ら行動することができる。 

  Ⅾ：自ら進んでの発言や意見、自ら行動することが少なく見受けられる。 

 

２ 評価の方法 

  学級毎の相対評価 

  相対割合 Ａ： １０％  Ｂ： ２０％  Ⅽ： ６０％  Ⅾ：１０％ 
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救急救命士の養成及び救急救命士に対する教育訓練に関する細則 
 

（趣旨） 

第１条 この細則は、埼玉県消防学校校則（以下「校則」という。）第２条第２項及び第

１３条の規定に基づき、救急救命士の養成及び救急救命士に対する教育訓練（以下「教

育訓練」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （名称等） 

第２条 教育訓練を実施する施設の名称及び所在地は次のとおりとする。 

 名 称：埼玉県消防学校救急救命士養成課程 

 所在地：さいたま市中央区新都心 1 番地 2 
２ （削除） 

 （教育訓練の名称等） 
第３条 教育訓練の名称、内容、定員、期間及び学級数（開催回数）は、次のとおりとす

る。 

教育訓練の名称 内   容 
１学級又

は１開催

の定員 
期 間 

学級数・ 

開催回数 

救

急

救

命

士

養

成

教

育 

 
救急救命士 
養成教育訓練 

救急救命士学校養成所指定規則

(平成３年文部省・厚生省令第２

号)第４条第４項に規定する指定

基準に基づき校長が定める教育訓

練 

 
３０ 
人 

 
６月以上で別

に定める期間 

 
 
 １学級 

救急救命士 
養成事前教育

訓練 

救急救命士養成教育訓練その他こ

れに準ずる教育訓練を受ける予定

者に対して行う教育訓練 

 
３０ 
人 

 
５日以内で別

に定める期間 

 
  ３回 

特 
別 
教 
育 
 

救急救命士 
特別教育訓練 
（指導救命士

養成研修） 

指導救命士に必要とされる知識及

び技術を習得させる教育訓練 

 
３０ 
人 

１６日以内で

別に定める期

間 

 
１回 

 
２ 前項に定める救急救命士養成教育訓練の教育内容、単位数及び時間数は、別表のとお

りとし、その他の教育訓練の教育内容及び時間数は、毎年度埼玉県消防学校の長（以下

「校長」という。）が定めるものとする。 

 （入校の資格） 

第４条 教育訓練を受講することができる者は、任命権者の推薦を受けた次のものとす

る。 
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教育訓練の名称 要 件         

救急救命士養成教育訓練 

 

 

救急救命士法施行規則（平成３年厚生省令第４４号）第１

４条に規定する課程を修了し、同法施行規則第１５条に規

定する期間以上救急業務に従事した者 

救急救命士養成事前教育訓練 

 

救急救命士養成教育訓練その他これに準ずる教育訓練の受

講が予定されている者 

救急救命士特別教育訓練 

（指導救命士養成研修） 

所属の消防長が指導救命士として埼玉県メディカルコント

ロール協議会に推薦をするために研修を必要とする者。 

（「埼玉県メディカルコントロール協議会指導救命士認定

要領」第３条（第６号を除く各号）の要件を満たし、指導

救命士養成研修修了後、直ちに同要領第４条に基づく認定

の申請ができる者。） 

 
（宣誓） 

第５条 校則第６条に定める入校の決定を受けた者（以下「学生」という。）のうち救急

救命士養成教育訓練（以下「養成教育訓練」という。）の学生は、校則第７条の規定に

より、様式第１号の宣誓書を校長に提出しなければならない。 

（欠席） 

第６条 授業を欠席しようとする学生は、校長及び任命権者に届け出るものとする。 
（単位認定試験） 

第７条 養成教育訓練の学生は、単位認定試験又は実習評価により別表の教育内容ごとに

評価を受け、単位を修得しなければならない。 
２ 各教育内容ごとの授業時間数の 3 分の 1 を超えて欠席した者は、前項の単位認定を

受けることができない。ただし、教育期間中に補講その他これらに代わる方法で、校長

が講義の欠席時間数を十分補完できると認めたときは、この限りでない。 
３ 単位認定試験は、100 点をもって満点とし、60 点以上を合格とする。 
４ 単位認定試験に不合格であった学生のうち、校長が必要と認めた者は再試験を受ける

ことができる。 
５ 校長は、疾病、負傷その他やむを得ない理由により単位認定試験を受けることができ

なかった学生に追試験を受けさせることができる。 
（単位認定試験の成績評価） 

第８条 養成教育訓練の単位認定に係る成績評価は、次のとおりとする。 
 （１）秀    ９０点～１００点 
 （２）優    ８０点～８９点 
 （３）良    ７０点～７９点 
 （４）可    ６０点～６９点 
 （５）不可   ５９点以下 
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２ 再試験及び追試験を受けた場合は、７０点以上であっても「可」に区分する。 
３ 前条第 5 項の規定により、校長が疾病、負傷その他やむを得ない理由により単位認定

試験を受けることができなかったと認めた学生が追試験を受けたときは、校長は、前項

の規定にかかわらず、第 1 項の規定に基づく成績評価を行うことができる。 
（記 録） 

第９条 養成教育訓練においては、単位修得の認定状況、授業出席状況等を埼玉県消防学

校救急救命士養成課程学籍簿に記録するものとする。 
（修了の認定） 

第 10 条 修了の認定は、成績（養成教育訓練にあっては単位修得の認定状況）、受講時

間数等を総合的に勘案して学校長が行う。 
２ 欠席時間が講義（演習、グループワークを含む。）及び実習の各授業時間数の３分の

１を超える学生については、所定の教育訓練を修了したと認めないものとする。 
 

附 則 

この細則は、平成１９年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この細則は、平成２０年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この細則は、平成２２年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この細則は、平成２４年１１月１日から施行する。 
   附 則 
 この細則は、平成２６年３月１２日から施行する。 
   附 則 

 この細則は、平成２６年１２月１日から施行する。 

 なお、別表「救急救命士養成教育訓練の教育内容、単位数及び時間数」の改正につい

ては、平成２７年８月１日から施行する。 

      附 則 

 この細則は、平成２８年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この細則は、平成２９年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この細則は、平成３０年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この細則は、令和５年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この細則は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表 

救急救命士養成教育訓練の教育内容、単位数及び時間数 

カリキュラム 

分  野 教 育 内 容 単位数 
時間数 

最 低 最 大 

 

１ 専門教育分野 

1－1  人体の構造と機能 ３ ４５ ９０ 

1－2  疾患の成り立ちと回復の過

程 

２ ３０ ６０ 

1－3  健康と社会保障 １ １５ ３０ 

計 ６ ９０ １８０ 

 

 

 

２ 専門分野 

2－1  救急医学概論 ４ ６０ １２０ 

2－2  救急症候・病態生理学 ６ ９０ １８０ 

2－3  疾病救急医学 ５ ７５ １５０ 

2－4  外傷救急医学 ２ ３０ ６０ 

2－5  環境障害・急性中毒学 １ １５ ３０ 

2－6  臨地実習 ９ ４０５ ４４９ 

計 ２７ ６７５ ９８９ 

合           計 ３３ ７６５ １１６９ 

 ※ 科目別時間数については、上記カリキュラムの最低時間数を下回らないよう、校長が毎年

度定める。 
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５　県内消防本部一覧

令和８年４月１日現在

消防本部名 所　　在　　地 電話番号（FAX）

０４８－８３３－１２３１

（０４８－８３３－７６４１）

０４８－２６１－３１１９

（０４８－２６１－５９５５）

０４８－５０１－０１１９

（０４８－５２１－１２０７）

０４８－５５０－２１１９

（０４８－５５６－８１５１）

０４８－７３８－３１１１

（０４８－７３５－１５３６）

０４８－５６５－１９１９

（０４８－５６５－１１７７）

０４８－７７５－１３１１

（０４８－７７５－２２３０）

０４８－９７４－０１０１

（０４８－９７７－１１９９）

０４８－４４１－０１１９

（０４８－４４１－０１８１）

０４８－４２０－２１１９

（０４８－４４２－０１１９）

０４８－９５２－１２１１

（０４８－９５２－１５４４）

０４８－７６８－０１１９

（０４８－７６８－９９３７）

０４８－５７１－０１１９

（０４８－５７１－５８９８）
深谷市消防本部

〒３６６－００２９
深谷市上敷免８５８

三郷市消防本部
〒３４１－００３８
三郷市中央５－４５－４

蓮田市消防本部
〒３４９－０１３３
蓮田市閏戸１７８－１

上尾市消防本部
〒３６２－００１３
上尾市上尾村５３７

戸田市消防本部
〒３３５－００２１
戸田市新曽１８７５－１

越谷市消防局
〒３４３－００２５
越谷市大沢２－１０－１５

蕨市消防本部
〒３３５－０００５
蕨市錦町５－１－２２

行田市消防本部
〒３６１－００２３
行田市長野４３８９－１

春日部市消防本部
〒３４４－００３５
春日部市谷原新田２０９７－１

羽生市消防本部
〒３４８－００６５
羽生市藤井下組９９０－１

さいたま市消防局
〒３３０－００６１
さいたま市浦和区常盤６－１－２８

川口市消防局
〒３３３－０８４８
川口市芝下２－１－１

熊谷市消防本部
〒３６０－０８１１
熊谷市原島６７５－１
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令和８年４月１日現在

消防本部名（組合名） 所　　在　　地 電話番号（FAX）

０４８－４６０－０１１９

（０４８－４６３－０４９３）

０４９４－２１－０１１９

（０４９４－２１－０１２４）

０４９－２６１－６０００

（０４９－２６１－４３９５）

０４８－９８２－３９３１

（０４８－９８１－７１５０）

０４９５－２４－０１１９

（０４９５－２４－８３９３）

０４９－２８１－３１１９

（０４９－２８４－９９００）

０４９３－２３－２２６６

（０４９３－２２－３９０５）

０４９－２２２－０７００

（０４９－２２５－２５６４）

０４８－５９７－２００２

（０４８－５９７－３７１６）

０４９－２９５－０１１９

（０４９－２９５－０２３９）

０４－２９２４－０１１９

（０４－２９２９－９１２７）

０４８０－２１－０１１９

（０４８０－２６－９３１１）

０４８－９２４－０１１９

（０４８－９２８－８３３８）

吉川松伏消防組合消防本部
（吉川松伏消防組合）

〒３４２－００１６
吉川市会野谷４８１

埼玉県南西部消防局
〒３５１－００２３
朝霞市溝沼１－２－２７

秩父消防本部
（秩父広域市町村圏組合）

〒３６８－００２１
秩父市下宮地町１０－２５

入間東部地区事務組合消防本部
（入間東部地区事務組合）

〒３５６－００５８
ふじみ野市大井中央１－１－1９

児玉郡市広域消防本部
（児玉郡市広域市町村圏組合）

〒３６７－００３５
本庄市西富田９０４－３

坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部
（坂戸・鶴ヶ島消防組合）

〒３５０－０２２１
坂戸市鎌倉町１６－１６

川越地区消防組合消防局
（川越地区消防組合）

〒３５０－０８２３
川越市神明町４８－４

比企広域消防本部
（比企広域市町村圏組合）

〒３５５－００７３
東松山市上野本１３００－１

草加八潮消防局
（草加八潮消防組合）

〒３４０－００１２
草加市神明２－２－２

埼玉東部消防組合消防局
（埼玉東部消防組合）

〒３４６－００２１
久喜市上早見３９６

埼玉県央広域消防本部
（埼玉県央広域事務組合）

〒３６５－００６２
鴻巣市箕田１６３８－１

西入間広域消防組合消防本部
（西入間広域消防組合）

〒３５０－０４４１
毛呂山町岩井２４５１

埼玉西部消防局
（埼玉西部消防組合）

〒３５９－１１１８
所沢市けやき台１－１３－１１
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消防組合の管轄地域

消防本部名称 構成市町村

埼玉県南西部消防局 朝霞市、志木市、和光市、新座市

秩父消防本部 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

入間東部地区事務組合消防本部 富士見市、ふじみ野市、三芳町

吉川松伏消防組合消防本部 吉川市、松伏町

児玉郡市広域消防本部 本庄市、美里町、上里町、神川町

坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部 坂戸市、鶴ヶ島市

比企広域消防本部 東松山市、滑川町、吉見町、嵐山町、小川町、ときがわ町、東秩父村

川越地区消防組合消防局 川越市、川島町

埼玉県央広域消防本部 鴻巣市、桶川市、北本市

西入間広域消防組合消防本部 毛呂山町、越生町、鳩山町

埼玉西部消防局 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市

埼玉東部消防組合消防局 加須市、久喜市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

草加八潮消防局 草加市、八潮市

上尾市消防本部 上尾市、伊奈町
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